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【手続補正書】
【提出日】令和1年8月19日(2019.8.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　熱硬化性化合物と、
　熱硬化剤と、
　窒化ホウ素ナノチューブと、
　ナノチューブではない絶縁性フィラーとを含み、
　前記絶縁性フィラーが、１０Ｗ／ｍ・Ｋ以上の熱伝導率を有し、
　熱硬化性材料１００体積％中、前記絶縁性フィラーの含有量が２５体積％以上である、
熱硬化性材料。
【請求項２】
　熱硬化性材料１００体積％中、前記窒化ホウ素ナノチューブの含有量が０．１体積％以
上である、請求項１に記載の熱硬化性材料。
【請求項３】
　熱硬化性材料１００体積％中、前記窒化ホウ素ナノチューブの含有量が０．１体積％以
上、４０体積％以下である、請求項２に記載の熱硬化性材料。
【請求項４】
　熱硬化性材料１００体積％中、前記絶縁性フィラーの含有量が２５体積％以上、９０体
積％以下である、請求項１～３のいずれか１項に記載の熱硬化性材料。
【請求項５】
　熱硬化性材料１００体積％中での前記窒化ホウ素ナノチューブの含有量の、熱硬化性材
料１００体積％中での前記絶縁性フィラーの含有量に対する比が、０．００１以上、１．
６以下である、請求項１～４のいずれか１項に記載の熱硬化性材料。
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【請求項６】
　前記窒化ホウ素ナノチューブの平均直径が２ｎｍ以上、３００ｎｍ以下であり、
　前記窒化ホウ素ナノチューブの平均長さが１μｍ以上、２００μｍ以下である、請求項
１～５のいずれか１項に記載の熱硬化性材料。
【請求項７】
　前記絶縁性フィラーの平均粒子径が１μｍ以上、１００μｍ以下である、請求項１～６
のいずれか１項に記載の熱硬化性材料。
【請求項８】
　前記窒化ホウ素ナノチューブの平均長さの、前記絶縁性フィラーの平均粒子径に対する
比が、０．０１以上、２００以下である、請求項１～７のいずれか１項に記載の熱硬化性
材料。
【請求項９】
　前記絶縁性フィラーの材質が、アルミナ、合成マグネサイト、窒化ホウ素、窒化アルミ
ニウム、窒化ケイ素、炭化ケイ素、酸化亜鉛又は酸化マグネシウムである、請求項１～８
のいずれか１項に記載の熱硬化性材料。
【請求項１０】
　熱硬化性シートである、請求項１～９のいずれか１項に記載の熱硬化性材料。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれか１項に記載の熱硬化性材料の硬化物。
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